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「社会福祉施設等における感染拡大防止に関する留意点」に従い、下記の対策を徹底致

します。 

対策① 送迎車に乗車する前に体温を測定し、発熱３７．５度以上の場合は、その

場でご利用を中止致します。 

    （ご利用中に、37.5 度以上発熱が見られた場合も同様の対応となります） 

対策② 過去に発熱が認められる場合、解熱後２４時間以上経過し呼吸器症状が改

善傾向となるまで利用はご遠慮ください。 

対策③ 静岡県や沼津市からの休業要請により、サービスの中止を行う場合があり

ます。また戸田地区での発生や感染流行状況を判断し、場合によってはサ

ービスの縮小、中止等の措置を行う場合があります。 

    ＊サービスの中止に備え、事前にケアマネジャーとの相談をお願い致します。 

 

 

対策④ 同居されているご家族に発熱等がみられた場合も、利用を控えて頂く。 

 

 

～更により安心してご利用頂くための対策として～ 

・手指消毒の徹底（送迎の乗車時、デイルーム入室時、プログラムやサービス終了時、

食事やおやつの前など） 

・うがいの実施（デイルーム到着時） 

 ・共有スペースの消毒（手すり、ドアノブ、テーブル、イス、トイレ、浴室など） 

 ・送迎車両の消毒 

 ・ご利用者のマスク使用の推奨 

 ・職員の健康チェック（検温・感冒症状の有無）と常時マスク着用 

・職員の１ケア１手洗いの徹底 

 

すべての皆さまに安心してご利用頂く為にも、感染拡大防止対策を徹底しておりま

す。何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。 

追加対策 


